
平成26年６月橋本市議会定例会会議録（第４号）その４

平成26年６月18日（水）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○議長（石橋英和君）順番17、17番　松本君。

〔17番（松本健一君）登壇〕

○17番（松本健一君） 皆さん、今回の一般質

問３日目、これまで聞かせていただきました

新たなメンバーを加えて、この議会がますま

す活発に議論されること、これから、残り任

期１年がございますけれども、しっかりと務

めていきたいと私自身も初心に立ち戻って取

り組んでいきたいと思います。

　今回の質問に入る前に、今回、三つの数字

がそろったんです、実は。今回、私の議席が

17番、順番も 17番、そして質問回数も 17回目

を迎えます。どうか、昼を挟みますけれども

１時間、おつき合いいただきたいと思います

よろしくお願いします。

　今回の一般質問は４項目でございます。中

学生医療費無料化についてと、市立中学校の

三学期制について、それと起業支援策につい

て、４項目めが公務中の交通事故対策につい

て、お尋ねさせていただきたいと思います。

　まず、１項目めの中学生医療費無料化につ

いてお尋ねさせていただきます。

　人口減少対策として、小学生、中学生まで

の医療費無料化を行う自治体は効果が高いと

増えています。つまり、地域間で転入人口獲

得競争がより激化してきております。この競

争に勝つべく次なる一手として、中学生医療

費無料化実現を議会でこれまで訴えてきてい

ますが、新市長のお考えを改めてお聞かせ願

いたいと思います。

　２項目め、市立中学校の三学期制について

お尋ねさせていただきます。

　公平な学習機会と環境を整えるために、来

年度から本市も市立中学校を三学期制に戻す

べきです。二学期制から三学期制に戻す自治

体が増えています。県内や周辺の動向をお答

えください。小学校の二学期制は、地域性を

育む実践で、教員の職務量が増えていますが

効果として学力向上につながっていると、昨

年末から今年のはじめに行った小学校全校視

察で感想を持っております。

　しかし、中学校では二学期制だからという

優位性は特段認められません。市内の県立、

私立は三学期制、市立中学校は二学期制です

ので、定期考査の回数が少ないことから、市

立中学校教員の職務量が少なく、生徒に対す

る学力指導機会が少ない分が学力の差を生む

要因と感じられます。明らかに授業を受ける

機会と質に格差が生じています。中学校課程

において三学期制よりも二学期制がまさって

いる点をお答えください。

　３項目めです。起業支援についてお尋ねさ

せていただきます。３月定例会一般質問にお

いて、先進地武雄市の武雄市短期経済観測調

査（たけお短観）を取り上げました。新市長

のお考えをお聞かせください。

　また、日本の経済状況は明らかに大企業よ

り、これから新しい事業を始める起業が大切

であり、国としての支援策も拡充してきてお

ります。以前実施していたＳＯＨＯオフィス

を低額で貸す事業がありましたが廃止となり

本市の起業支援策は特に行われていません。

市内で法人化する企業が増えれば、市に法人

税が入ります。企業誘致に係る土地開発費や

法人税の免除などを考えれば、市民への創業

支援は低額で確実な財政向上策です。市長の

お考えをお聞かせいただきたいと思います。

　４項目め、公務中の交通事故対策について
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お尋ねさせていただきます。現在の状況をお

聞かせください。ドライブレコーダー導入は

検討されていますか。

　ということで４項目をお尋ねさせていただ

きます。よろしくお願いします。

○議長（石橋英和君） 17番　松本君の質問項

目１、中学生医療費無料化に関する質問に対

する答弁を求めます。

　市長。

〔市長（平木哲朗君）登壇〕

○市長（平木哲朗君） 松本議員の質問にお答

えします。

　中学生医療無料化について、まずお答えを

します。

　先例自治体が実施した保護者を対象とした

アンケート結果を見ると、生活に役立ってい

る点として、子育て世帯の負担の軽減、子ど

もたちが安心して必要な医療が受けられる、

安心して早期に治療が受けられる、子どもを

産み育てやすい環境が整備され、少子化対策

の効果が期待できるが多数を占めており、子

育て世帯の経済的負担の軽減と人口減少対策

としての効果も期待できるところであります

中学生医療費無料化については、私の公約の

中でも早期実現をめざすものでありますので

平成27年度のできるだけ早い時期に実施した

いと考えています。

○議長（石橋英和君） 17番　松本君、再質問

ありますか。

　17番　松本君。

○17番（松本健一君） お答えありがとうござ

います。

　今回の議会の初日にこの問題に関しまして

はお答えをいただいておりますので、この実

施を行っていく上で、本当に今この無料化を

していくということを、適正に行っていける

かどうか、それは１日目のお話の中で、これ

だけの費用がかかりますよというご答弁もい

ただいておりましたけれども、それに対する

財源の内訳を、これまで議会の中でもさんざ

んやってまいりました。同僚議員が本当に頑

張ってくれて、これまでさまざまな視点で取

り組んできておると思いますけれども、そう

いった点で挙がってきていたのが、乳幼児医

療費の問題、これは県下全市町が行っている

ということで、県へこれを何とか市が半分持

っている分を持ってくれないかということを

要望をかけていくと。たしか２年ほど前の 12

月だったと思いますけれども、そのときに答

弁をいただいて、県に働きかけていくという

ふうなお話があったかと思いますが、そちら

のほうの進捗はいかがでしょうか。

○議長（石橋英和君）健康福祉部長。

○健康福祉部長 （石橋章弘君） 県への働きか

け、県下、市長会を通じての要望を出してお

りますが、いまだ要望は実現されていないと

いう状況でございます。

○議長（石橋英和君）17番　松本君。

○17番（松本健一君） 今回の無料化に関して

は、こども園に幼稚園、保育園を切りかえて

いくということを理由に挙げられておりまし

たけれども、実質、節減のされたお金には色

はないので、ここを削ったからと言っても、

結果的にそれは総合的な部分でかかるものは

かかっていく。しかし、県に要望を上げて、

その分の財政的な裏づけがあるとなると、こ

れは収入が入ってくるということになるので

ここは確実に言っていかないと、実行をして

も、結局、ほかやりたかったけどできなかっ

たという、市民サービスを我慢していただか

ないといけない。特に、子育て世代に手厚く

やっていっているんじゃないかと、そういう

ふうに思われるということもないように、で

きる限り各年齢層、年代に公平に感じるよう

に、その中で、安心して子育てができる環境

を整えていくというのは、行政の課題だと思
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いますけれども、その点のお考えは今どのよ

うにお持ちでしょうか。

○議長（石橋英和君）健康福祉部長。

○健康福祉部長 （石橋章弘君） ご指摘のとお

りだと考えます。まず、財源確保をできるだ

け本市の負担を軽減していくという当然の方

向でございますので、引き続き県下の市長会

を通じての県への要望、あるいは、近畿市長

会を通じての広く子どもに対する医療費の無

償化への取り組み等々を、引き続き各市と連

携をとって要望していきたいというふうに考

えております。

○議長（石橋英和君）17番　松本君。

○17番（松本健一君） お願いします。今回、

この中学生の医療費の無料化は、全額を窓口

でお金を支払わなくてもいいという制度かど

うか、この点、もう一度、ちょっと確認をし

ておきたいんですけれども。制度的な、窓口

でどのような手続きになるのか、ご説明いた

だけますか。

○議長（石橋英和君）健康福祉部長。

○健康福祉部長 （石橋章弘君） 想定しており

ますのは現在、行っています小学生対象への

無償化と同じ要領を想定しておりまして、い

わゆる受給者証を医療機関の窓口で提示して

いただくと、本人の負担は生じないというこ

とを想定しております。

○議長（石橋英和君）17番　松本君。

○17番（松本健一君） ということでいくと、

受給者証を持ってもらって窓口でお金を払わ

なくても、これは無料化というふうに捉えさ

せていただいてよろしいかと思うんですけれ

ども。周辺市であったりとか、こういった人

口減少問題を取り組んでいる市は多くありま

す。私が調べさせていただいたところ、お隣

の河内長野市が、中学生に関しては入院保障

まで、それ以外は自己負担というふうになっ

ております。兵庫県の三田市も、奈良の生駒

市も同じく。それと、紀の川市も、これは入

院保障だけだったと思います。今回、橋本市

がその全額をやるとなると、確かにアドバン

テージ、先に行くことにはなるんですけれど

も、この制度的な部分として、こういった入

院保障、入院したときだけを保障するという

制度もご検討になられたのかどうか、お尋ね

させていただきます。

○議長（石橋英和君）健康福祉部長。

○健康福祉部長 （石橋章弘君） そういう制度

もあるというのは承知してございます。 ただ、

本来うちが現在想定しておりますのは、窓口

の負担額の無料化、言えば、医療全体の無償

化ということで今回判断をしております。そ

れから、先ほど私、答弁申し上げました中で

窓口の無償化、いわゆる受給者証を提示して

というお話ですが、当然これ、実は県外の場

合は、領収証等を持ってきていただいて、償

還払いということになろうかと思います。そ

ういう意味で、これから国保の連合会なり、

社保の支払基金等との関係を詰めていくんで

すけれども、県外は償還払いとなることをち

ょっと申し添えたいと思います。

　以上でございます。

○議長（石橋英和君）17番　松本君。

○17番（松本健一君） 今回の制度的なもので

いくと、去年の８月に橋本市は子育てしやす

いまちということで、東洋経済で関西圏２位

という部分でしたけれども、さらに一歩進ん

で、もうこれで関西圏１位になるんじゃない

かと思います。そうなってくると、移住希望

者の方々を増やしていくということ、これを

忘れては何のためにやったか、結局、お金を

給付する、そこで補填するけれども、入って

きていただくということが前提であって、そ

うでなければ財源的には枯渇していく方向に

向かっていきますから、その点は当局側はこ

れをもっと積極的にセールスかけていかない
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といけないと思うんですけれども、今年の春

ですか、１月ですか、パンフレットを南海の

難波駅で配っていただいたという、小学生の

無料化も書いてあったと思いますけれども、

こういった広報的な部分、今後どのようにお

考えになっておられるのか、お尋ねさせてい

ただきます。

○議長（石橋英和君）企画部長。

○企画部長（北山茂樹君） 議員おただしのと

おり、若者が定住できるまちづくりというこ

とで、本市は企業誘致を積極的に進めている

わけでございますけども、企業誘致だけでな

く、やはり産業の振興、それから子どもを産

み育てやすい環境づくりということを並行し

て進めながら、若者が定住できる、さらに加

えて、議員がおただしのとおり、市外からも

本市へ転入していただける環境づくりという

のが非常に重要でございます。パンフレット

の件もありますけども、今後も引き続きまし

て、定住促進のために、本市に移り住んでい

ただくために、平成 26年の１月でしたか、ま

た３月にもパンフレットを配布してございま

すけども、今後も引き続いて、パンフレット

を作成しまして、配布していきたいと、その

パンフレットにつきましては、新しい中学生

医療費の無償化ということも当然付け加えて

いきたいと考えておりますので、魅力ある橋

本市を発信していくというのが非常に重要で

ございますので、その辺を重点的に取り組み

たいと、かように考えております。

○議長（石橋英和君）17番　松本君。

○17番（松本健一君） そのＰＲをしっかりと

やっていただいて、結果的に定住者を増やし

ながら移住者を増やす、この政策に対してこ

れだけの費用がかかるというものだと、実質

的にはそう思います。もうここにかけていか

ないとならないと思うので、ホームページ上

を見させていただいていると、あまりその定

住促進であったりとか、転入する方々にわか

りやすく表示しているかというとそうでもな

いんちゃうかなと思います。その点の工夫、

もし何か考えてられることがあれば、ご説明

いただけますか。

○議長（石橋英和君）企画経営室長。

○企画経営室長（上田力也君） お答えいたし

ます。

　一応、今年の取り組みとして考えておりま

すのが、橋本市のホームページの中に、まち

づくりということに関する専門の、我々は管

理外コンテンツと呼んでいるんですけども、

そういった形で、いわゆる定住促進、あるい

は移住に特化したようなまちづくりのホーム

ページというものをつくってみようというふ

うに考えております。そこには、基本的には

定住の促進というのがテーマなんですけども

いわゆる子育ての支援から始まって生活環境

あと暮らしの部分、それから橋本市の自然豊

かな環境であるとか、そういったまちのイメ

ージ、いわゆる定住促進につながるような、

そういうようなものをまとめて、一つの缶詰

のようなものにした、そういうものをつくっ

ていきたいと、これによって橋本市のイメー

ジといいますか、子育て支援に力を入れてい

るというようなイメージをわかっていただけ

るのかなというふうなことで、今現在検討を

しているところでございます。

○議長（石橋英和君）17番　松本君。

○17番（松本健一君）よろしくお願いします。

　少しその着眼点を変えてみたいと思うんで

すけれども、先日、８番議員のほうに市長が

お答えになったその時期の話です。子ども課

の業務量がかなり多忙な中で、この業務をや

っていくというお答えがあったかと思います

けれども、先ほどの子ども・子育て会議も子

ども課。保育園であったりとかも子ども課。

何から何まで子ども課という状況というのは
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以前の市民安全課という問題とすごく似てい

るかと思うんです。全庁的な中で、その業務

量をしっかりと市長が見られて調整をしてい

かないと、こういった新規政策が先送りにな

る。

　先送りになって何が問題となるかというと

小学生の医療費無償化を受けていた方が、例

えば５月になってしまうと、４月に中学生に

なった時点で、１カ月後ろに下がって、その

１カ月間が結局、後追いでまた遡及しないと

いけない、そういうことも出てこようかと思

います。全体的に考えると、その業務量をい

かに調整するかというところをお願いしたい

と思いますけれども、その全体的な調整等は

当局をやはり、携わっていく上で、市長とい

うよりも副市長のほうが重い責任を負ってお

られると思いますけれども、その点、こうい

った重要施策に対して、どのように時期的な

もの、お考えでしょうか。

○議長（石橋英和君）副市長。

○副市長（森川嘉久君） おっしゃるとおりで

ございまして、いろんな 形で新しい業務が発

生してきますと、当然、そちらのほうにマン

パワーを移していかなければならないという

ふうに考えております。子ども・子育て関連

の施策が最近増えてきているのは事実でござ

いまして、充実していくのは喜ばしいことな

んでございますが、確かに、議員ご指摘のと

おり、その点でそこに投入するマンパワーを

いかに確保していくかということが重要な課

題となっております。

　こども園計画につきましては、別の組織を

つくりまして、室を設けて、今、進めておる

わけでございますけども、若干、子ども課の

業務に関しましては、以前に比べますと、子

ども課の人員というのはものすごく増えてお

るわけでございます。そういうことで、対策

は講じてきておりますけども、そのバランス

ということになってきますと、いろいろこれ

からも考えていかなければならないというふ

うに考えております。

　今回の中学生医療の無料化に対する準備に

つきましては、今いろいろと検討しておる最

中でございますので、時期の問題も含めまし

て、適正な時期に実施できるような体制づく

りをもちろん考えていきたいというふうに考

えておりますので、よろしくお願いいたしま

す。

○議長（石橋英和君）17番　松本君。

○17番（松本健一君） 適正な時期に行ってい

ただくよう、よろしくお願いいたします。

　子ども課に関しては、私もここ４月から毎

週のようにお会いしている課なのかなと思う

ぐらい、学童保育所新設の際でも、地域要望

等聞かせていただいて、行かせていただいた

りとか、お電話もよくいただく部署になって

おります。そういったところは適正に人員的

補充を、特に退職されたベテランの方々が一

般的な職務をやるのも必要かと思いますけれ

ども、そういった多忙なところにこれまでの

経験を生かして配置をしていっていただける

ように、即戦力として動いていただけるよう

なご配慮をお願いしたいと思います。

　１項目めは以上で終わらせていただきます。

○議長（石橋英和君） 次に、質問項目２、市

立中学校の三学期制に関する質問に対する答

弁を求めます。

〔教育長（小林俊治君）登壇〕

○教育長 （小林俊治君） 中学校の三学期制に

ついてお答えします。まず、県内や近隣の学

校の状況ですが、和歌山県内の多くの小・中

学校、また、五條市や河内長野市も三学期制

で実施しております。県内で二学期制を取り

入れているのは、かつらぎ町、九度山町、高

野町と本市の伊都地方全ての小・中学校です

また、紀の川市においては、旧貴志川町の小
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学校と紀の川市の全ての中学校、新宮市の中

学校、そして、県立中学校では桐蔭中学校と

向陽中学校となっています。

　次に、三学期制より二学期制がすぐれてい

る点についておただしですが、本市では、２

学期制を導入して、はや７年がたちました。

この間、各学校では二学期制を生かしたさま

ざまな取り組みが行われてきました。最大の

利点は、子どもにゆとりを持ってかかわれる

こと。中学校の特化して申し上げますと、中

体連前の成績処理はかなり忙しいものがあり

ますが、２学期制ですと、部活動の指導に専

念できます。そして、夏休み中に細かい成績

処理ができ、この時期の多忙感がかなり解消

できます。先生が肉体的にも精神的にも余裕

があるということは、余裕を持って子どもに

かかわれるということです。

　また、二学期制ですと、テストは中間・期

末と計４回の実施となるというおただしです

が、現状は異なります。どの中学校も定期考

査の回数を増やしたり、夏・冬休み明けに課

題テストを実施したり、単元が終わるごとに

小テストを実施したりして、こまめに個々の

学びを見取るようにしています。

　さらに、個人懇談は夏・冬休み前に実施し

その折には平均点及び度数分布表を提示し、

保護者に知らせるようにもしています。決し

て教員の職務量が少なくなっているというこ

とはありません。

　いずれにしても、二学期制、三学期制それ

ぞれメリット・デメリットがあり、現在、市

内の小・中学校では、どの学校においても二

期制を生かした柔軟な対応、特色ある取り組

みを展開しているところです。今後も本市の

二学期制を生かすため、各学校で特色のある

取り組みをしていきたいと考えますので、ご

理解のほどよろしくお願いします。

○議長（石橋英和君） 17番　松本君、再質問

ありますか。

　17番　松本君。

○17番（松本健一君） 結構、ここから今のご

答弁いただいた中だと、時間がかかるような

気がします。一、二回、ちょっと聞かせてい

ただきたいと思います。

　まずは、子どもにゆとりを持たすためとい

う理由でおっしゃっていただけましたけれど

も、その中身的には先生方の成績をつける部

分であったりとかの事務量のお話だったと思

います。子どもに、結果的にそういうふうに

持っていけるようになるのか、それをするが

ために二学期制にしないとだめなのか、三学

期制でも十分にやっておられると思うんです

その点はいかがでしょうか。

○議長（石橋英和君）教育長。

○教育長 （小林俊治君） 議員のご質問にお答

えします。

　まず、三学期制ですと、１学期、２学期、

３学期、当然分かれておりまして、今年３学

期制を実施した場合は、１学期が 72日、２学

期が77日、３学期が 51日となっております。

本市で行っています二学期制につきましては

前期または１学期が 100 日、後期、２学期が

100 日、このような形になっています。教師

にとって、子どもたちにしっかりした目安を

つけて、つまずいてもまた学び直しのできる

ゆとり、これは学びのゆとりと思いますが、

指導のゆとりでもありますが、子どもにとっ

ては学び直しのゆとりであると思います。狭

い部屋に三つ区切られるよりは、二つの広い

部屋を用いて子どもたちに指導する、それの

ほうがゆとりある学びができるのではないか

と、そのように考えています。

○議長（石橋英和君）17番　松本君。

○17番（松本健一君） あまりその二学期制だ

から、三学期制だからという部分の、確かに

期間的な部分の切り方というのはあろうかと
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思うんですけれども、それが必ずしもすぐれ

ている点でもないですし、特に、夏休みを挟

むという部分になってくると、この二学期制

を早々に採用してきた地区というか地域とい

うのは、北のほうがたしか多かったと思うん

です。冬場の時間をいかに多く、通学しやす

いときに教育できるか、夏休みを少し短縮し

て後期に回していくという、その区切りとし

ては秋休みとかを入れての工夫とか、そうい

うことをしていくからこそ違いが出てこよう

かと思うんですけれども、地域的な事情とい

うのは、この橋本市には特にはないので、本

当にその期を切る切り方だけの話。

　子どもからしてみると、夏休みの前に、や

はり自分がどこまで到達したのかなというこ

とを学校から、こうですよと言われて、夏休

みの間にしっかり頑張ろう、追いつこうとい

うふうにやるのか、学校はそこまでは出す必

要はないので、夏休みは夏休みでゆとりでや

ってくださいよと、夏休み明けに結果はこう

だった、しかも、その期間はすごくテストす

る範囲も広がってしまう。それに気がついた

ときに、子どもが追いつけなくなってしまう

ということがデメリットとして挙げられるか

と思うんですけれども、その点は、この二学

期制、三学期制を考える上で検討というか考

える余地はありましたか。

○議長（石橋英和君）教育長。

○教育長 （小林俊治君） ご質問にお答えしま

す。

　まず、議員も同じ考えだと思うんですが、

二学期制はあくまでも手段であり目的ではな

いということです。その手段として、二学期

制を行っている。ただ、そのデメリット・メ

リット、この二つはどうしてもございます。

例えば、夏休みが学期で終わらないというこ

とについて、これをメリットと捉えるか、デ

メリットと捉えるか、それぞれの違いがある

と思います。

　例えば、平成 15年に、紀見北中学校がパイ

ロット校として二学期制を始めました。私、

そのときの校長でして、職員とともに二学期

制について、平成 14年度、随分会議を重ねま

した。その中で私が考えていたのは、まず、

スクラップ、今までの戦後の教育で行われる

ことが当たり前であった、当たり前としてい

る全ての行事や内容について一度見直してみ

る、もしくは潰してみる、スクラップをして

みる。そして、新しい発想で子どもたちにと

ってより良い教育環境が与えられるように立

て直す。その中には、三つの部屋を二つに変

えるというリフォームの発想もございます。

　その結果として、まず、夏休みについてお

答えします。いろんな発想があると思います

三学期制であれば、この学期が終わりました

通知表を渡しました。これで、あんた頑張り

なさいという形、君頑張りなさいという形で

１学期の通知表を渡した時点で、学校と教師

の関係が離れる危険性もあります。ただ、二

学期制ですと、通知表は渡しませんけども、

日頃の生活、それから学力の様子、これを丁

寧に分析して保護者にお話しする機会があり

ます。そして、前期の通知表については、今

こういう課題があるので、夏休み中にこうい

う取り組みをして、頑張りなさいという指導

も可能やと思います。ただ、議員おっしゃる

とおり、目当てが持ちにくいというデメリッ

トもございます。このメリット・デメリット

をどう自分たちのメリットに変えていくかは

基本的には教員の想像力と発想力、それから

指導力、こういうものによる、そのように考

えています。

○議長（石橋英和君）17番　松本君。

○17番（松本健一君） 最後のお言葉が私は結

論であって、教員次第だと思うんですよ。制

度的なものというのは、その教員次第という
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曖昧な部分をいかになくしていくか。その政

策的な、教育の場に政策というと、もうこれ

ぐらいかなと思うんです、直接的にやるべき

だという、大なたを振るうという部分では。

この学期制というのは、教員の方々と現状、

その結果を考えていく。教員の方々は工夫を

して何とか学力を上げようということをされ

る。定期考査の回数が少なければ、実力テス

トを増やす。そういう工夫をしながら、何と

かやろうという方々と、そうでもなくて、二

学期制の仕組みのまま、そのまま型にはめら

れてやる人と、ここに大きな差が生まれてき

ていて、結果的に教育を受ける子どもたちの

ほうに同じサービスが提供できていないとい

うことにつながっていこうかと思うんです。

　そういった意味では、大きな二分割すると

いうよりも三分割するというほうが、特に学

力に関して、その技術系の部分は大なたでば

んと切ろうが一つであろうが、積み重ねで、

自らに体得していくものだとは思うので、そ

ういう部分ではそんなに問題はないと思うん

ですけど、英語であったり国語であったり数

学であったりというところは、こまめに指導

がかけられることのほうが重要だと思います

教育長は、教育の現場で、市立のほうも、ま

た、ご退職なさってから私立のほうもご経験

なられているので、我々よりもよほど比較が

できようかと思いますけれども、その点はい

かがですか。

○議長（石橋英和君）教育長。

○教育長 （小林俊治君） まず、今、議員おっ

しゃるとおり、学校は教職員の想像力、また

は、もっと端的に言いますと、やる気が子ど

もたちを動かしている。子どもたちが動けば

教職員もより一層またやる気になる。そうい

うシステムででき上がっていると私は思って

います。今、二学期制につきましては、６月

の12日に市の校長会を行いました。私自身は

二学期制、三学期制にはこだわっていません

ただし、子どもたちがよりよく学べるために

は、今、橋本市でどちらのほうがいいですか

ということで、校長先生方にお聞きしました

紀見北中学校はもう既に 12年目の２学期制に

入っております。一番短い期間は８年目です

８年目になってようやく定着してきました、

教職員の指導方法が定着してきましたという

話を聞かせていただきました。

　もう一つ言わせていただければ、議員から

も小学校における２学期制の定着というのを

認めていただいています。学校文化というの

はその成果が現れるというのは、やはり時間

がかかります。８年目にして、小学校につき

ましてはかなりの成果が出てきていると思っ

ています。中学校につきましても、これから

も校長会等で二学期制の検証を再度行ってい

きたい。そして、私自身は二学期制につきま

しては、自分がパイロット校で研修したもの

もありますので、二学期制元年として、本年

度を考えていきたい。再度、二学期制につい

て検証して、そして、その良さ、悪さをホー

ムページ、またはいろんな学校便り等で保護

者の方々にお知らせしていきたい。特に、校

長会で出された意見は、より良い点、保護者

の方とゆっくり話をしてみたら、二学期制っ

てこんなにいいんやなという意見をいただい

た。やっぱり発信が弱かったという話も出て

きています。そういう点で、二学期制の良さ

を十分に発信して、ともに二学期制について

その上で考えていきたいと、そのように考え

ています。

○議長（石橋英和君）17番　松本君。

○17番（松本健一君） 教育長のおっしゃるこ

とはよくわかるんです。ただ、保護者の方に

その二学期制を説明する教員の方というのは

必ずしも全教員じゃないと思います。それを

納得させることができるのは、実践を行って
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いるから、その自信を持っている方。ようや

く８年目を迎えてやれるというふうになった

という部分は、これは高目でやってるのか、

低目、安定の部分で説明ができるようになっ

たのか、この部分がすごく差が出ているんだ

と思うんですよ。市内の中学校の学力差、全

国比のどこが中心なのと思うぐらい、上もあ

れば本当に下もあるという、こんなに格差が

生まれてくると、やはりどこかに問題を抱え

ている。それはやっぱり、先ほどから教員の

方々のゆとりであったりとか、教員ごとにと

か、一人ひとりの能力にあまりにも頼り過ぎ

ているという面が見えてきます。そういった

意味で、特に中学に関しては学力というとこ

ろが一番重要な時期だと思います。そこでは

やはり最善の選択をしていただきたい。

　小学校のほうも、教育長、おっしゃってい

ただけたので、小学校のほうは地域性を育む

とか人間性を育むとか、それこそゆとりの時

間がなければ、なかなか教員の方々も動きに

くい。必ずしも学力だけで選抜しようという

時代ではないので、そういった意味では我々

も議員の方々、学校を何とか盛り立てていこ

うということで入りやすくなってきたんだな

というふうに、すごく理解できます。その結

果、徐々に違いが出てきているなというふう

な、それも保護者も地域もご理解いただける

ようになったので、二学期制というのは、私

も説明するときに、小学校では本当にこれは

いいんですよというふうに説明できるんです

けど、どうも中学校の学力と言われたときに

は説明ができない。この点をしっかりと認識

していただいて、今後の取り組みを検討を、

二学期制元年にしていただく、これから後ろ

に下がるも前に進むも、結果的に伊都地方だ

けの制度であれば、これは携帯電話でいうた

らガラパゴス化していることになるので、本

当にこれが最善やねんという自信を持って判

断をしていっていただきたいと思います。

　あと一つだけ、市長にも、今後、来年の４

月からは権限が来るかと思います。今回の話

を聞いてどのような所感をお持ちか、お尋ね

させていただきたいと思います。

○議長（石橋英和君）市長。

〔市長（平木哲朗君）登壇〕

○市長（平木哲朗君） 松本議員のご質問にお

答えします。

　実は、就任直後に教育委員会の管理者会に

出させていただきました。そして、そこで二

学期制の問題についても触れさせてもらいま

した。その中で、本当に二学期制を、私は今

の段階で三学期制に戻すということに対して

は考えていませんよと。その中で、皆さんが

二学期制は、生徒の子どもたちの保護者に、

こういうふうにいいことがあるよということ

も十分情報を流しなさいと。

　そして、もう一つ言ったのが、特色ある学

校づくりをしてくださいと。校長先生は、学

校の社長です。その中で、やっぱり、その学

校に対して、子どもたちのために、いい教育

をしてほしい。そのためにも、二学期制をよ

り充実させてください。例えば夏休みも、た

だ単に夏休みにするのじゃなくて、その中に

ある種の事業をするとか、イベントをすると

か、取り組みをするとかということを各学校

単位でしっかりと取り組んでいただきたいと

いう話をさせていただいています。現状、い

ろいろお話を聞いておりますけども、二学期

制については、今三学期制に変えるという意

思を持っていませんし、来年から新制度に変

わりますし、私の権限も強化されますけども

やっぱり現場が大事ですので、現場の意見を

聞きながらしっかりとした取り組みをしてま

いりたいと思っています。

○議長（石橋英和君）17番　松本君。

○17番（松本健一君） 現場の意見を十分に聞
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いていただいて、最終的に来年度、今年がそ

の二学期制の元年であれば、判断するのは来

年度というふうな形になると思うので、その

ときには、市長の権限が強くなっております

ので、その点は重々お願いしたいと思います。

　ただ、一つ気になるのが、校長先生に聞い

ていくとなると、そのときの校長先生のモチ

ベーションだけでやって、この学期制という

のは、本当に誰が校長先生になったとしても

ずっと持続するようにしていかないと意味が

ないのと、それほど難しいものだと思います

そういった意味では、持続性、継続性をしっ

かりと考えて判断をしていっていただくよう

にお願いして、２項目めの質問を終わります。

○議長（石橋英和君） この際、 17番　松本君

の質問項目３と４に対する答弁を保留して、

午後１時まで休憩いたします。

（午後０時12分　休憩）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（午後１時00分　再開）

○議長（石橋英和君） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

　日程に従い、一般質問を行います。

　次に、質問項目３、起業支援策に関する質

問に対する答弁を求めます。

　経済部長。

〔経済部長（笠原英治君）登壇〕

○経済部長（笠原英治君） 武雄市短期経済観

測調査についてお答えします。

　佐賀県武雄市の「たけお短観」は、本年３

月定例市議会でも答弁しましたように、武雄

市独自の経済調査であり、市内事業者のシン

プルな景況感を調査し、指標としています。

　本市でも今後、市内外の観光・スポーツ等

のビッグイベントや道路等のインフラ整備、

さらに国の経済政策によって、地域エリア単

位でどのように変貌、変化していくか、常に

アンテナを張っておくことが大切です。また

その情報を景気向上施策に反映する必要があ

ると考えています。

　本市が経済動向をはかる指標としては、和

歌山社会経済研究所の景気動向調査や経済動

向指標を参考としていますが、それ以外に、

本市が認定業務を行っている中小企業融資制

度の経営支援資金の産業分類を行い、業況の

悪化している産業の把握を行っていきます。

　次に、起業支援策についてお答えします。

　現在、本市が行っている創業支援施策とし

ては、市内に事業所を開業する際の開業資金

として和歌山県中小企業融資制度の新規開業

支援資金を利用された方に対して、支払った

信用保証料の一部を補助する制度があります。

　また、商工団体で創業に関する手続き等に

ついて、必要書類の書き方等の相談を行って

いますので、その事前相談や情報提供を行っ

ているところです。

　また、現在、地域産業の振興基金を新たに

設けて、地場産品の高い技術を使った新産業

の創出や新商品の開発など、やる気のある事

業者、起業者に対する支援を積極的に行って

いきたいと考え、その準備を進めているとこ

ろであります。

○議長（石橋英和君） 17番　松本君、再質問

ありますか。

　17番　松本君。

○17番（松本健一君） ご答弁ありがとうござ

います。

　まず、一点目の短観というところに関して

は、市独自の政策でなくても、十分に皆さん

がこの変わっていく橋本市の状況を手元でわ

かるようにしていっていただきたい。それを

今後共有できるようにしていっていただけれ

ば、市としてもいろんな施策を行っていくと

きに判断しやすくなるかと思いますので、そ

ういった方向でお願いいたします。

　二点目の創業支援に関してですけれども、
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確かに県の事業というのはございまして、信

用保証を行ったり、貸し付けを行っていただ

いて、利子、利息もかなり有利なものが準備

されております。そういった意味で、相談に

来られた市民の創業を考えておられる方々に

とってみると、ありがたい話だと思うんです

ただ、少し気がかりなのは、市の商工観光課

に行くべきなのか、商工会議所に行くべきな

のか、はたまたその関連する業界団体、組合

であったりとか、そういうところに相談すべ

きかというところで、窓口と対応がかなり違

いがあると思います。情報源も必ずしも一元

化されていないので、そういった意味では、

市が窓口を置いておく、総合的な窓口を置く

という必要性があると思います。これは私が

ただ単純に言っているわけではなくて、経済

産業省もアベノミクスの三本の矢の一つの政

策として、地域における創業の支援というの

を今年度４月１日から予算をつけられて行っ

ておられます。その内容は、産業競争力強化

法に基づく創業支援の事業計画の認定という

ことで、これは市単位で行う事業だと思いま

すけれども、このことは、部長、ご存じでし

たか。

○議長（石橋英和君）経済部長。

○経済部長（笠原英治君） 今、議員からご質

問ありました創業支援事業についてですが、

中小企業基盤整備機構が支援団体となりまし

て、市町村と連携して実施していく創業支援

事業であります。主に補助対象となるのはハ

ード事業ではなくしてソフト事業でありまし

て、創業支援のためのセミナーやスキルアッ

プ研修、それと専門家による個別指導と、あ

と、個人事業者が法人化するにあたってのそ

ういった手数料の一部、経費の一部を補填す

るような、そういう施策を実施しておるとこ

ろでございます。

○議長（石橋英和君）17番　松本君。

○17番（松本健一君） 勉強していただいてい

たということでほっとしました。その中の一

つの創業者への支援というところで、これは

創業に係る株式会社設立時の登記に係る登録

免許税が半額になるという制度ですよね。こ

れ、市が、その方が健全に創業を考えておら

れるということを、セミナーとかに参加され

た実績をもとに認定をして、それをもって減

免を受けれて、半額になると。一律ではない

ですけども、最低額が 15万円かかるのが半額

ですので、７万 5,000 円の負担になるという

ところ。そういった半分の分というのは７万

5,000 円ですけども、実際に法人化されて、

初年度の法人税というのも、たしか最低額７

万ほどだったと思います。そういった部分で

できる限りかからないようにしてあげて、間

口を低く抑えてあげるということも市の政策

として考えられないのかなと思います。そう

いう独自の政策をとっていく分には、国も財

政支援を、交付税算入とかで補われる制度で

もこれはあるかと思いますけれども、そうい

った面で、出すだけでなくて、入ってくると

いう見込みがある政策というのを取り組んで

いくべきだと思いますけれども、もう少し踏

み込んで勉強していただいて、市の有効な政

策に切りかえていっていただきたいと思うん

ですけれども、いかがでしょうか。

○議長（石橋英和君）経済部長。

○経済部長（笠原英治君） ただ今のご質問で

すが、歳入、歳出両面で総合的に費用対効果

を勘案しながら、検討していく必要があろう

かと思うんです。最近、セミリタイアの方と

かシニアの方であっても、非常に現役の時代

に専門的な知識を持たれておって、その知識

をどうやって社会に貢献していこうかという

ふうに考えられている方が結構橋本市内でも

おられると思います。そういった方が比較的

容易に起業できて、自分の今まで持たれてお
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るノウハウを、この橋本市に生かしていただ

けるという、そういう意味でも重要でないか

と思います。その具体的な補助支援につきま

しては、今後、検討していく必要があろうか

と思うんですが、総体的に高齢化に向かって

そういったシニアの方の協力というのも必要

になってこようかと考えております。

○議長（石橋英和君）17番　松本君。

○17番（松本健一君） よろしくお願いします 。

ちなみにこの国の事業ですけれども、今年度

170 団体を募集しておりまして、もう二次募

集までで 87団体が認証を受けております。次

の締め切りは８月末頃に恐らくなると思いま

す。これ、計画を市で立てて、提出していく

手続きにはなりますけれども、商工会議所

等々としっかり連携をしながら、できる限り

早期の政策の実現をお願いさせていただいて

この質問は以上とさせていただきます。

○議長（石橋英和君） 次に、質問項目４、公

務中の交通事故対策に関する質問に対する答

弁を求めます。

　総務部長。

〔総務部長（枡谷俊介君）登壇〕

○総務部長（枡谷俊介君） 公務中の交通事故

対策についてお答えします。

　まず、過去５年間の公用車における事故件

数は、平成 21年度17件、平成 22年度27件、平

成23年度13件、平成 24年度17件、平成 25年度

26件となっています。大半が対物事故または

自損事故ですが、対人事故が５件含まれてい

ます。市では事故の発生原因や損害賠償に関

することを審査するために、副市長と各部長

で構成する自動車事故審査委員会を設けてい

ます。現在は年４回開催し、事故件数や事故

の詳細を報告し、今後の対策などについて審

議しています。

　公用車による事故対策についてですが、平

成23年度から事故を起こした職員を対象に交

通事故を防止するための職員研修を実施して

います。研修は市が加入している全国市有物

件災害共済会の職員や橋本警察署交通課長が

講師となり、事故発生例やその防止策を中心

に講義を受けています。また、平成 24年度は

全職員に受講を義務づけて実施しました。さ

らに、昨年度は全職員に対して公用車におけ

る事故防止を通達するとともに、公用車に交

通安全スローガンを貼付し、ドライバーに注

意喚起しています。万が一事故が発生した場

合の対応として、職員対応マニュアルと事故

現場のチェックシートを全公用車に配備して

います。

　次に、ドライブレコーダーの導入ですが、

事故防止や事故処理をスムーズに行える効果

があると考え、ドライブレコーダーの導入を

決定し、本年度 20万円を予算化したところで

す。主に出張用車両などから配備したいと考

えており、今後、導入効果を検証しながら計

画的な配備を検討したいと考えています。

　事故の発生は相手方の過失によるものもあ

りますが、職員の不注意や油断に起因するも

のも多いと考えています。職員に対しては今

後も研修などを通じて安全運転の意識向上と

事故防止に努めるよう一層指導していきます

ので、議員のご理解ご協力のほどお願いいた

します。

○議長（石橋英和君） 17番　松本君、再質問

ありますか。

　17番　松本君。

○17番（松本健一君） ありがとうございます 。

今年度から 20万円組んでいただいて導入して

いくということで、ドライブレコーダーのほ

う、期待しております。ただ、やはり、この

導入するにあたっては、日常的な事故のほう

が頻繁に起きやすいというか、ことだと思い

ます。そういった意味では、公用車の長期出

張用というよりも、できる限り使用率の高い
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ものに優先につけていっていただきたいなと。

　今回これを取り上げるにあたっては、全日

本トラック協会のほうで設置しての効果が４

割、設置することによって効果を上げてきて

いると。抑制効果が４割もあるんであれば、

市民生活に影響を与えるような、そういった

負担も減少できるので、今後とも前向きに設

置のほうを要望させていただいて、私の質問

は以上とさせていただきます。

○議長（石橋英和君） 17番　松本君の一般質

問は終わりました。
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